
委員会議案第 1 号 

地方自治法第 180 条議会の委任による専決処分事項の指定の一部を改正する議決案 
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地方自治法第 180 条議会の委任による専決処分事項の指定の一部を改正する議決 

 

地方自治法第 180 条議会の委任による専決処分事項の指定(令和 2 年 3 月 23 日議決)の一部を

次のように改正する。 

本則第 4 号中「第 243 条の 2 の 2 第 8 項」を「第 243 条の 2 の 8 第 8 項」に改める。 

付 則 

この議決による改正後の地方自治法第 180 条議会の委任による専決処分事項の指定は、令和 6

年 4 月 1 日から効力を生ずる。 

 


